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を
築
い
て
い
く
た
め
に

（
基
本
構
想・再
生
計
画
）を
策
定
し
ま
し
た

︻
総
合
計
画
策
定
の
経
緯
︼

　
伊
賀
市
合
併
後
に
策
定
し
た
第
１
次
伊

賀
市
総
合
計
画
で
、
こ
れ
ま
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
施
策
の
推
進
や
事
業
の
実
施
に
取
り

組
ん
で
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
合
併
後
10
年
の
間
、
予
想
を

超
え
る
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
、
地
域

経
済
の
低
迷
、
厳
し
い
財
政
状
況
な
ど
、

社
会
経
済
情
勢
が
急
激
に
変
化
し
、
今
後

も
そ
の
傾
向
が
続
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
課
題
に
対
応
し

て
い
く
た
め
、
住
民
自
治
が
進
む
伊
賀
市

の
特
性
も
踏
ま
え
た
新
し
い
総
合
計
画
を

策
定
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
昨
年
度
に
伊
賀
市
総
合
計
画
審
議
会
や

各
住
民
自
治
協
議
会
、
地
域
振
興
委
員
会

へ
の
諮
問
・
答
申
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
や
各
地
区
で
の
市
民
意
見
交
換
会
、
タ

ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
で
市
民
の
皆
さ

ん
の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
第
２
次
伊
賀

市
総
合
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

︻
総
合
計
画
の
構
成
︼

　

第
２
次
伊
賀
市
総
合
計
画
は
、「
基
本

構
想
」
と
「
再
生
計
画
」
と
の
２
層
構
造

と
し
て
い
ま
す
。

　
抽
象
的
な
「
基
本
構
想
」
と
具
体
的
な

施
策
で
構
成
す
る
「
再
生
計
画
」
と
を
関

連
付
け
る
こ
と
で
、
計
画
の
具
体
化
が
可

能
と
な
り
、
実
効
性
の
向
上
に
も
繋
が
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

○
基
本
構
想

　
め
ざ
す
市
の
す
が
た
（
将
来
像
）
や
ま

ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
、
そ
れ
ら
を
実
現

す
る
た
め
に
必
要
な
ま
ち
づ
く
り
の
基
本

政
策
を
示
し
て
い
ま
す
。

○
再
生
計
画

　
基
本
構
想
に
掲
げ
る
将
来
像
を
達
成
す

る
た
め
、
基
本
政
策
に
基
づ
く
根
幹
的
な

施
策
や
事
業
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
「
再
生
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
ま
で

の
取
り
組
み
を
改
善
し
、
ム
ダ
を
省
き
な

が
ら
効
率
的
・
効
果
的
な
市
政
運
営
を
行

う
と
と
も
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
期
待
に

応
え
る
べ
く
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
取
り

組
む
と
い
う
覚
悟
を
込
め
た
も
の
で
す
。

2014
（平成 26）

2015
（平成 27）

2016
（平成 28）

2017
（平成 29）

2018
（平成 30）

2019
（平成 31）

2020
（平成 32）

基本構想（おおむね 10年先）

第1次再生計画（３年） 第２次再生計画（４年）

◆総合計画の計画期間
　基本構想は、2014( 平成 26) 年度からおおむね 10年先を見据えたものとしてい
ます。また、再生計画は、市長の任期を基本とし、第１次再生計画を３年間、第２
次再生計画を４年間の計画期間としています。

（
基
本
構
想・再
生
計
画
）を

第
２
次
伊
賀
市
総
合
計
画

「総合計画」って
なんだろう？

　総合計画は、市のこれからのあるべき姿と
それを実現するための考え方や方向を示して
おり、総合的・計画的にまちづくりを進める
ための基本的な方針となるものです。

誇
れ
る
伊
賀
市

︻
問
い
合
わ
せ
︼　
総
合
政
策
課　
☎
22
・
９
６
２
０　
FAX  
22
・
９
６
７
２
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市
民
の
皆
さ
ん
が

主
体
と
な
る
ま
ち
づ
く
り

　
行
政
の
政
策
や
施
策
を
全
て
並
べ
て
示
す

の
で
は
な
く
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
主
体
と
な

る
取
り
組
み
に
つ
い
て
も
計
画
に
位
置
付

け
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
共
に
「
誇
れ
る
伊
賀

市
」づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

わ
か
り
や
す
さ
に
配
慮

　
新
市
建
設
計
画
の
将
来
像
や
基
本
理
念
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
市
政
を
見
直

し
、
公
平
性
・
透
明
性
の
あ
る
市
民
主
体
の

市
政
運
営
を
基
本
に
、
市
民
目
線
で
の
分
か

り
や
す
さ
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。

◆
基
本
構
想

厳
し
い
現
状
の
認
識

　
合
併
時
に
人
口
10
万
人
を
維
持
し
て
い
く

目
標
を
前
提
に
し
た
前
計
画
の
方
向
性
を
見

直
し
、
人
口
減
少
の
推
計
に
沿
っ
た
考
え
方

で
、
市
の
現
状
と
今
後
の
傾
向
を
見
直
し
て

い
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
人
口
減
少
社
会
突
入
に
よ

る
労
働
力
や
地
域
活
動
の
担
い
手
の
減
少
、

「
団
塊
の
世
代
」
が
75
歳
以
上
と
な
る
こ
と

に
よ
り
、
現
役
世
代
の
労
働
力
や
税
負
担
な

ど
の
供
給
に
比
べ
て
高
齢
者
介
護
や
医
療
な

ど
へ
の
需
要
が
急
激
に
高
ま
る
「
２
０
２
５

年
問
題
」
な
ど
、「
地
域
社
会
の
危
機
」
を

迎
え
つ
つ
あ
る
状
況
や
、地
域
経
済
の
低
迷
、

厳
し
い
財
政
状
況
に
つ
い
て
の
認
識
を
示
し

て
い
ま
す
。

潜
在
力
（
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
）
の
再
確
認

　
厳
し
い
現
状
を
踏
ま
え
な
が
ら
未
来
を
切

り
拓
く
に
は
、
市
の
持
つ
素
晴
ら
し
い
可
能

性
を
改
め
て
し
っ
か
り
と
認
識
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

　
本
計
画
で
は
「
古
く
か
ら
の
伝
統
に
培
わ

れ
た
個
性
的
な
文
化
」「
市
民
の
誇
り
で
あ

る
豊
か
な
自
然
、そ
れ
と
共
生
す
る
農
林
業
」

「
地
域
を
つ
く
る
市
民
の
力
」
を
、
将
来
像

実
現
の
た
め
の
潜
在
力
（
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
）

と
し
て
示
し
て
い
ま
す
。

将
来
像

　
～
勇
気
と
覚
悟
が
未
来
を
創
る
～　

　
「
ひ
と
が
輝
く　
地
域
が
輝
く　
伊
賀
市｣

基
本
政
策

　
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
政
策
と
し
て
、
市
民

意
識
調
査
結
果
（
２
０
１
３(
平
成
25)

年

４
月
）
で
も
特
に
希
望
が
多
い
「
安
全
・
安

心
」
と
「
活
力
」
に
軸
足
を
置
い
て
、
未
来

に
向
け
た
ま
ち
づ
く
り
を
展
開
し
ま
す
。

　
ま
ち
づ
く
り
の
展
開
に
あ
た
っ
て
は
、
市

民
、
自
治
組
織
、
市
民
活
動
団
体
、
企
業
、

行
政
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
主
体
が
社
会
的
責
任

を
果
た
し
、
自
ら
が
ま
ち
づ
く
り
の
主
役
で

あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
担

い
手
と
な
る
「
人
づ
く
り
や
地
域
づ
く
り
」

を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

３
つ
の
基
本
政
策

○
安
全
・
安
心
：
市
民
の
暮
ら
し
の
「
安
全
・

安
心
」
を
確
保
し
ま
す

○
活　

力
：
自
立･

持
続
で
き
る
「
活
力
」

を
創
出
し
て
い
き
ま
す

○
人
・
地
域
づ
く
り
：
未
来
の
ま
ち
づ
く
り

を
担
う
「
人･

地
域
づ
く
り
」
を
進
め
ま
す

◆
再
生
計
画

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
厳
し
い
財
政
状
況
の
も
と
、
市
長
の
任
期

中
に
特
に
力
を
入
れ
て
実
施
し
て
い
く
も

の
と
し
て
、
救
急
医
療
体
制
の
確
立
や
地

域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の
推
進
な
ど

の
「
医
療
・
地
域
福
祉
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

と
着
地
型
観
光
の
推
進
や
６
次
産
業
化
・
農

商
工
連
携
の
推
進
な
ど
の
「
観
光
・
農
林
業

連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

分
野
別
計
画

　
基
本
構
想
で
掲
げ
た
「
ま
ち
づ
く
り
の
基

本
政
策
」
を
分
野
別
に
整
理
し
、
市
に
よ
る

効
果
的
な
進
行
管
理
の
下
で
、
再
生
計
画
を

推
進
し
ま
す
。

計
画
の
推
進

　
総
合
計
画
に
基
づ
く
施
策
な
ど
の
進
行
管

理
に
よ
り
、
効
果
的
・
効
率
的
な
市
政
運
営

を
行
う
た
め
の
簡
素
で
効
率
の
良
い
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
な
ど
、
全
て
の
分
野
に
わ

た
っ
て
関
連
す
る
内
容
を
示
し
て
い
ま
す
。

◆
概
要
版
を
配
布
し
ま
す

　
第
２
次
伊
賀
市
総
合
計
画
（
概
要
版
）
の

配
布
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

分野名 主な政策・施策
健康・福祉 地域医療、健康、福祉医療、高齢者等福祉、子育て支援　など
生活・環境 防災、消防、環境保全、廃棄物、水道、下水道　など
産業・交流 観光、農林業、中心市街地、商工業、労働・雇用　など
生活基盤 都市計画、住宅、道路、公共交通　など
教育・人権 人権、男女共同参画、校区再編、学校教育、生涯学習　など
文化・
地域づくり 多文化共生、文化振興、スポーツ、市民活動、住民自治　など

計画の推進 地域内分権の推進、市民参加、財政運営、人材育成、行政総合
マネジメント、庁舎整備など

▼

３つの基本政策は、それぞれ
　に関連づけられます。

活力安全・安心

人・地域
づくり

第
２
次
総
合
計
画
の特

徴
と
内
容

◆再生計画の主な政策・施策

分
野
別
計
画
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　市では、本年 3月に策定した第 2次伊賀市総合計
画との整合を図るとともに、社会経済情勢の変化や
合併特例債の発行可能期限を延長することが可能と
なる見込みであることなどから、新市建設計画の変
更に取り組んでいます。そこで、新市建設計画変更
に対してのご意見を募集します。
【閲覧場所】　総合政策課・本庁玄関・各支所振興課・
各地区市民センター
【提出方法】
　住所・氏名・電話番号・件名を記入し、ご意見の

該当箇所と意見内容を記載の上、郵送・ファックス・
Eメール・持参のいずれかで提出してください。
【募集期間】
　５月１日㈭～６月２日㈪　※必着
【提出先】
　〒518-8502　伊賀市上野丸之内116番地
　伊賀市企画振興部総合政策課
　FAX 22-9672
　　sougouseisaku@city.iga.lg.jp
※持参の場合、各支所振興課でも提出できます。

《「新市建設計画」の変更》　パブリックコメントを募集します

将来像

基本理念

安全・安心
医療、健康、福祉、
子育て、防災、消防、
環境保全　など

活　力
観光、農林業、商工
業、雇用・就労、基
盤整備　など

人・地域づくり
教育、人権、男女共
同参画、文化、スポー
ツ、担い手づくり、
市民活動　など

まちづくりの基本政策

　　　《市政再生の指針》　　○ムダのない財政運営
　　　　　　　　　　　　　　　　○市民目線・市民感覚による市政運営

　　　《重点プロジェクト》　○医療・地域福祉の連携
　　　　　　　　　　　　　　　　　　○観光・農林業の連携

計画推進の体制づくり

健康・福祉 生活・環境 産業・交流 生活基盤 教育・人権 文化・
地域づくり

事務
事業

◆
基
本
構
想

◆
再
生
計
画

《第２次伊賀市総合計画体系図》

３つの
基本政策

事務
事業

事務
事業

事務
事業

事務
事業

事務
事業


